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税

C L O S E  U
P

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
の

実
施
期
間
を
延
長
し
ま
す

ご
存
知
で
す
か
？

介
護
保
険
に
関
す
る
税
控
除

健康

C L O S E  U
P

■
自
己
負
担
金
の
免
除
に
つ
い
て

　
　

生
活
保
護
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

は
自
己
負
担
金
の
免
除
制
度
が
あ
り

ま
す
の
で
、
必
ず
接
種
前
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

◆
申
請
窓
口

　
●　

福
祉
事
務
所
（
の
い
ち
ふ
れ
あ
い
セ

ン
タ
ー
）

　
●　

健
康
対
策
課
（
赤
岡
保
健
セ
ン
タ
ー
）

　
●　

各
支
所

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

　

 

印
鑑

※

免
除
申
請
の
手
続
き
は
、
原
則
本
人
ま
た

は
本
人
か
ら
委
任
を
受
け
た
同
一
世
帯
に
属

す
る
方
と
し
ま
す

■
対
象
者

　　

香
南
市
に
住
民
登
録
の
あ
る
方
で
、

①
平
成
２９
年
１２
月
３１
日
ま
で
に
６５
歳

以
上
と
な
っ
た
方

②
平
成
２９
年
１２
月
３１
日
ま
で
に
６０
歳

以
上
６５
歳
未
満
で
、
心
臓
、
腎
臓
、

呼
吸
器
の
機
能
ま
た
は
ヒ
ト
免
疫

不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
機
能
の

障
害
に
よ
り
、
日
常
生
活
が
極
度
に

制
限
さ
れ
る
障
害
を
有
す
る
方
（
身

体
障
害
者
手
帳
１
級
相
当
）

■
実
施
場
所

　
　
高
知
県
内
の
委
託
医
療
機
関

　
　
　
（
直
接
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
）

※

事
前
に
希
望
す
る
医
療
機
関
に
問
い
合
わ

せ
、
接
種
日
等
を
確
認
し
、
健
康
保
険
証
・
身

体
障
害
者
手
帳
な
ど
、
対
象
で
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
も
の
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い

■
接
種
回
数

　
　
１
回
の
み

■
接
種
料
金
（
自
己
負
担
金
）

　
　
１
，１
０
０
円

■
受
け
ら
れ
る
控
除
は
２
種
類

①
老
齢
者
の
障
害
者
控
除

　
　

介
護
認
定
を
受
け
認
定
基
準
を
満

た
し
て
い
る
場
合
、
障
害
者
手
帳
を
取

得
し
て
い
な
く
て
も
障
害
者
控
除
が
適

用
さ
れ
ま
す
。

②
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

　
　

６
カ
月
以
上
寝
た
き
り
状
態
に
あ

り
、
治
療
上
お
む
つ
の
使
用
が
必
要
な

方
は
、
お
む
つ
代
に
つ
い
て
医
療
費
控

除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
定
期
予
防
接
種
の
実
施
期
間

を
、平
成
３０
年
１
月
３１
日（
水
）ま
で
延
長
し
ま
す
。ま
だ

の
方
は
、期
間
中
に
予
防
接
種
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　

確
定
申
告
時
に
必
要
な
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
で
、税

控
除
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。対
象
の
方
は
、高

齢
者
介
護
課
で
の
申
請
が
必
要
で
す
。

▼障害者控除額

区　分
障害者

所得税

本人が障害者の場合

特別障害者

２７万円

住民税 ２６万円

４０万円

３０万円

区　分

所得税

住民税

障害者である扶養親族または
控除対象配偶者を有する場合

障害者

２７万円

２６万円

４０万円

３０万円

７５万円

５３万円

同居以外 同居の場合

特別障害者

■
確
定
申
告
時
に
添
付
す
る
書
類

○
障
害
者
控
除
を
う
け
る
と
き

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

○
医
療
費
控
除
を
受
け
る
と
き

「
お
む
つ
代
医
療
費
控
除
証
明
確
認
書
」

「
お
む
つ
代
の
領
収
書
」

※

初
め
て
の
時
の
み
、　

医
師
が
発
行
す
る「
お

む
つ
使
用
証
明
書
」と
「
お
む
つ
代
の
領
収
書
」

に
な
り
ま
す

■
添
付
書
類
の
申
請
方
法

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

　

①
申
請
者
の
印
鑑
と
本
人
確
認
書
類

　

②
対
象
者
の
介
護
保
険
被
保
険
者
証

◆
申
請
窓
口

　　

高
齢
者
介
護
課

◆
書
類
の
交
付
方
法

　　

判
定
後
、後
日

　　

郵
送
し
ま
す
。

法

問
健
康
対
策
課　

☎
５
７-

７
５
１
６

問
高
齢
者
介
護
課
　

☎
５
７-

８
５
１
０

市役所伝言板 香南市の取り組みや事業を
紹介するコーナーです

　悪質商法・訪問販売などの契約に関すること、イン
ターネットの契約に関するトラブル、特殊詐欺に関す
ること、多重債務に関することなど、日常生活の中での
消費生活に関するトラブルは後を絶ちません。
　市では、皆さんが安心して相談できる「消費生活相
談員」が商工水産課(吉川庁舎)に常駐しています。
　ささいなことでも構いません。心配ごとや
困りごとがありましたら、早く解決する
ためにも、ぜひご相談ください!

■連絡先…商工水産課　(吉川町吉原95)
■相談受付時間…平日　8:30～17:15

商工水産課　☎５７‐７５２０消費生活相談窓口をご利用ください!

　南国市・香南市・香美市と、それぞれの観光協会、
商工会、観光事業者、旅客業者、教育機関などで組
織する「物部川ＤＭＯ協議会」は、ミキハウス子育て
総研株式会社と共に、物部川地域「ものべがわエリ
ア」において子育て家族層向け観光地づくりを一体
となって推進していくことで合意し、「ウェルカムファ
ミリーの観光地」として認定されました。
　今回の認定により、①当エリアの観光施設と受け
入れ態勢の構築、②子育てマ
マ向けのサービス意識の向
上、③「家族で安心して楽しい
思い出をつくることができる
上質な観光客受け入れ集団」
であることのブランド化などを
進め、当エリアの観光消費額
の増大を図っていきます。

商工水産課　☎５７‐７５２０10月27日（金）全国初の「ウェルカムファミリーの観光地」
　　エリアに認定されました

市で策定している計画に対する意見を募集します。
詳しくはそれぞれの担当課までお問い合わせください。
【共通事項】
計画の閲覧場所…各担当課、本庁市民室・各支所、
市ホームページ
意見の提出方法…担当課または各支所へ直接持参、
郵送、FAXまたはメール（下記参照）で提出

※電話でのご意見は受け付けません。また、個別意見
に対する回答は行いません

次　第２期データヘルス計画・
次　第３期特定健康診査等実施計画（案）
目　的…国保被保険者の健康増進、生活習慣病の早
期発見と予防、重症化予防のために実施する保健事
業の計画（平成30年度～35年度）で、策定委員会での
計画づくりの参考にするための意見募集。
提出様式…計画（案）冊子に付けている意見提出用紙
募集期間…１月12日（金）～１月26日（金）
担当課…市民保険課　☎ 57-8506・FAX 57-8527
               （〒781-5292　野市町西野2706）

　　　　メール shimin@city.kochi-konan.lg.jp

　　第２期香南市健康増進計画（こうなんげんき21）（案）
目　的…市民を対象とした健康づくり事業などの基本
となる計画案（平成30年度～39年度）への意見募集。
提出様式…計画（案）冊子に付けている意見提出用紙
募集期間…１月９日（火）～１月23日（火）
担当課…健康対策課　☎ 57-7516・FAX 55-3110
　　　　（〒781-5310　赤岡町1327）
　　　　メール kenkou@city.kochi-konan.lg.jp

次　第２次香南市地域福祉計画・
次　香南市地域福祉活動計画（案）
目　的…地域福祉を推進するために、地域住民と行
政、社会福祉協議会等との協働による包括的支援体
制づくりと、福祉分野の共通事項を定める計画（平成
30年度～34年度）で、策定委員会での計画づくりの参
考にするための意見募集。
提出様式…計画（案）冊子に付けている意見提出用紙
募集期間…１月15日(月)～１月29日(月)
担当課…福祉事務所　☎ 57-8509・FAX 56-1148
　　　　 （〒781-5232　野市町西野534-1）
　　　　メール fukushi@city.kochi-konan.lg.jp

各計画への意見を募集します

１

２

３

ホームページ　http://monobegawa.com/

消費生活相談員の
近藤です！

お気軽にご相談
くださいね。

常駐 て す。
心配ごとや
する

吉原95)
7:15

8 ２０１８.１9２０１８.１


